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奨学金種別ごとの参照ページについて

日本学生支援機構
【貸与】または【給付】

奨学金に採用された

保証制度は
【人的】または
【機関】である

貸与

給付 機関

貸与奨学金・人的保証の場合

人的
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１．配布書類の確認

※採用された奨学金種別によって、配布書類は異なります。
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貸与奨学金 配布書類
①奨学生証 ③返還誓約書記載事項訂正届

④貸与奨学生のしおり

②返還誓約書

１．配布資料の確認

⑤スカラネット・パーソナル登録案内
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貸与奨学金 配布書類（該当者のみ）

＜人的保証＞の方のうち、
保証人が65歳未満または4親等以内でない場合

＜機関保証＞の方全員

１．配布資料の確認
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給付奨学金 配布書類
②誓約書①給付奨学生証 ③給付奨学生のしおり

１．配布資料の確認

④スカラネット・パーソナル登録案内
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「返還誓約書」「誓約書」はあなたと
日本学生支援機構との間の契約書です。

返還誓約書・誓約書に不備がある場合
奨学金の振り込みは、止まります！

返還誓約書・誓約書を提出しない場合
奨学金を受給することはできません！

１．配布資料の確認

また、奨学生の資格を失い、奨学金の
全額返戻を求められることがあります

7



２．提出が必要な書類

採用された奨学金種別・保証制度によって異なります。
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貸与奨学金（人的保証）

署名・押印済みの返還誓約書

＋

(例)
連帯保証人の「印鑑登録証明書」
連帯保証人の「収入に関する証明書」
保証人の「印鑑登録証明書」

※「返還誓約書１枚につき、１分ずつ」
準備すること。

※ 令和２年２月１日以降に発行したもの
であること。

２．提出が必要な書類

9

返還誓約書の右下に記載されている添付書類

※ 「提出用」と「本人控」を切り離さずに作成し、
つながったままの形で大学に提出すること。



貸与奨学金（機関保証）
署名・押印済みの返還誓約書 保証依頼書

※「返還誓約書１枚につき、１分ずつ」作成

２．提出が必要な書類

＋
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※ 「提出用」と「本人控」を切り離さずに作成し、
つながったままの形で大学に提出すること。

※ 「提出用」と「本人控」を切り離さずに作成し、
つながったままの形で大学に提出すること。



指定の書類の提出が必要（一部の方）

（例）
奨学生本人の「住民票」

給付奨学金
署名・押印済みの誓約書

２．提出が必要な書類

＋
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誓約書の中段に添付書類が記載されてる場合



３．書類の作成方法

貸与奨学金（人的保証）

Ｐ.20～43参照
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書類作成方法（貸与・人的）

①返還誓約書に印字されている内容を確認する。

★確認のポイント★

印字情報は、スカラネットで自身が入力した情報です。

それぞれの住所・氏名・生年月日に間違いないか確認。
連帯保証人・保証人については、印鑑登録証明書と同
じ情報であることが重要。

未成年の場合、ひとり親家庭を除いて、親権者１・２
に父母の情報が入っていること。

訂正がある場合は後のスライドを参照。

３．書類の作成方法
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②返還誓約書に署名・押印をする。

★署名・押印時の注意事項★

①署 名
・消せるボールペンや鉛筆不可

→黒または青のボールペンで記入。
・なぞり書き不可
・紙貼り、修正液、字消しの修正不可

→所定の訂正方法にて訂正。
・同一筆跡不可

→欄ごとに各自が署名。

②押 印
・スタンプ印やゴム印の使用不可

→朱肉で鮮明に押印。
・同一印不可

→各自の印鑑を使用。 連帯保証人・保証人は
印鑑登録証明書と同じ印で押印。

月賦返還または併用返還のどちらかを選択
→チェックボックスにレ点を記入。

※ 提出後は変更できません。
※ 所得連動方式の方は選択不要。

３．書類の作成方法
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書類作成方法（貸与・人的）



②返還誓約書に署名・押印をする。

★署名・押印時の注意事項★

保証人の続柄が、
その他（ ）

となっている方

（ ）内に続柄を記入してください。

（例）
その他（離婚した父）
その他（配偶者の母）
その他（知人）

※ P16～17 の返還保証書についても必ず読んでください。

貸与奨学生のしおりP.38～41参照
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書類作成方法（貸与・人的）
３．書類の作成方法

※ 「提出用」と「本人控」を
切り離さずに署名・押印す
ること。



正しい押印について

貸与奨学生のしおりP.38～41参照

鮮明 薄い 重ね印 二重印 欠け印 滲み印

○ × × × × ×

機
構

太
郎

機
構

太
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機
構
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郎

機
構

太
郎

機
構

太
郎

機
構

太
郎

機
構

太
郎
機
構

太
郎

②返還誓約書に署名・押印をする。

署名・押印等の訂正について
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書類作成方法（貸与・人的）
３．書類の作成方法



Ⅰ 年間収入・所得で判定
・給与所得者 年間収入３２０万円以上 （証明書類:源泉徴収票、年金振込通知等）
・給与所得者以外 年間所得２２０万円以上 （証明書類:確定申告書控（受付印のあるもの）等）

Ⅱ 預貯金・不動産評価額等で判定
合計額が貸与予定総額以上 （証明書類:預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等）

Ⅲ 上記ⅠとⅡの組み合わせで判定
Ⅰ＋（Ⅱ÷１６）で算出される金額が （給与所得者の場合） ３２０万円以上
（給与所得者以外の場合）２２０万円以上
※年金は給与として扱います
※給与所得以外 + 給与所得の方の判定基準は年間所得220万円です

③（該当者のみ）「返還保証書」を保証人が記入。
★提出が必要なケース

４親等以内の親族でない成人を保証人に選任する場合

→（例）離婚した父（母）・知人等

６５歳以上の人を保証人に選任する場合

→（例）祖父・祖母

貸与奨学生のしおり
P.22～24、P32、33参照

その方が以下Ⅰ～Ⅲのいずれかの条件を満たしていること。
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書類作成方法（貸与・人的）
３．書類の作成方法

※全員ではありません



③（該当者のみ）「返還保証書」を保証人が記入。
該当者は返還誓約書と併せて、
「返還保証書」と「資産等に関する証明書類」を提出すること。

返還誓約書に印字されている奨学生番号を記入。
第一種・第二種それぞれに奨学生番号があるため注意。

【第一種】620-04-******
【第二種】820-04-****** 

↑院生は中央の２桁が「06」となります

基準を満たすことを示す資産等に関する証明書類は、
貸与奨学生のしおりP.33を参照のうえ準備する。

※「返還誓約書1枚につき、1部ずつ」作成

貸与奨学生のしおりP.32～33参照
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書類作成方法（貸与・人的）
３．書類の作成方法



４．書類作成方法

貸与奨学金（機関保証）

Ｐ.20～43参照
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①返還誓約書に印字されている内容を確認する。

★確認のポイント★

印字情報は、スカラネットで自身が入力した情報です。

それぞれの住所・氏名・生年月日（本人のみ）に間違
いないか確認。

未成年の場合、ひとり親家庭を除いて、親権者１・２
に父母の情報が入っていること。

訂正がある場合は後のスライドを参照。
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書類作成方法（貸与・機関）

４．書類の作成方法



②返還誓約書に署名・押印をする。

★署名・押印時の注意事項★

①署 名
・消せるボールペンや鉛筆不可

→黒または青のボールペンで記入。
・なぞり書き不可
・紙貼り、修正液、字消しの修正不可

→所定の訂正方法にて訂正。
・同一筆跡不可

→欄ごとに各自が署名。

②押 印
・スタンプ印やゴム印の使用不可

→朱肉で鮮明に押印。
・同一印不可

→各自の印鑑を使用。

月賦返還または併用返還のどちらかを選択
→チェックボックスにレ点を記入。

※ 提出後は変更できません。
※ 所得連動方式の方は選択不要。

貸与奨学生のしおりP.34～37参照 21

書類作成方法（貸与・機関）
４．書類の作成方法

※ 「提出用」と「本人控」を
切り離さずに署名・押印す
ること。



正しい押印について

貸与奨学生のしおりP.34～37参照

鮮明 薄い 重ね印 二重印 欠け印 滲み印

○ × × × × ×
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②返還誓約書に署名・押印をする。

署名・押印等の訂正について
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書類作成方法（貸与・機関）

４．書類の作成方法



②保証依頼書に署名・押印をする。

★記入・押印時の注意事項★

①署 名
・消せるボールペンや鉛筆不可

→黒または青のボールペンで記入。
・なぞり書き不可
・紙貼り、修正液、字消しの修正不可

→所定の訂正方法にて訂正。
・同一筆跡不可

→欄ごとに各自が署名。

②押 印
・スタンプ印やゴム印の使用不可

→朱肉で鮮明に押印。
・同一印不可

→返還誓約書で押印した各自の印鑑を使用。

③日 付
・日付（3か所）は、返還誓約書に記載された「誓約日」

を記入

誓約日→

未成年の場合、親権者の
記入・押印が必要

【学校番号】は
空欄にしておくこと。

貸与奨学生のしおり
P.30～31参照 23

書類作成方法（貸与・機関）
４．書類の作成方法

※ 「提出用」と「本人控」を
切り離さずに署名・押印す
ること。



５．返還誓約書の訂正方法
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貸与奨学金 訂正方法

返還誓約書の印字部分の訂正は、

「返還誓約書」自体への訂正と「返還誓約書記載事項訂正届」 の提出が必要です。

貸与奨学生のしおりP.42～43参照
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５．返還誓約書の訂正方法



貸与奨学金 訂正方法

返還誓約書の署名・押印の訂正は、

「返還誓約書」自体への訂正のみ必要です。

貸与奨学生のしおりP.42～43参照
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５．返還誓約書の訂正方法

※ 「提出用」と「本人控」を
切り離さずに訂正すること。



貸与奨学金 訂正方法

「返還誓約書」自体への訂正

貸与奨学生のしおりP.42～43参照

★訂正のポイント★

【印字・署名の訂正】
訂正部分を二重線で削除し、押印

欄に押印した印を訂正印として二重
線の上に押印。余白に正しい情報を
記入。

【押印欄の訂正】
二重線で削除し、当該者欄内の余

白に印同士が重ならないよう正しい
印を押印。

【印字漏れの訂正】
欄内に表示されるべき人物の情報

がすべて漏れている場合は、本来印
字されるべき項目をすべて手書きで
記入し、加えて当該人物が署名押印
する。
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５．返還誓約書の訂正方法



「返還誓約書記載事項訂正届」の記入

印字部分に訂正のある方は、
全員・全項目に記入すること

※該当者の自署であること！

◆記入のポイント◆

黒色または青色のボールペンで記入。

奨学生番号は返還誓約書に記載されているとお
り記入。 （第一種と第二種それぞれに番号が付
与 されてるため注意）

奨学生本人欄は訂正有無にかかわらず 訂正があ
る人物の該当欄に、訂正箇所だけではなく全て
の項目を記入。書き損じた場合は、訂正印使用
不可。 新しい紙を準備し、もう一度最初から
書き直す（あらかじめコピーして複製しておく
ことを勧めます）。

「返還誓約書1枚につき、1部ずつ」必要です。

貸与奨学生のしおりP.42～43参照
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５．返還誓約書の訂正方法

申込者（学生）は必ず記入すること



６．書類の作成方法

給付奨学金

Ｐ.9～15参照
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書類作成方法（給付）

①誓約書に印字されている内容を確認する。

★確認のポイント★

印字情報は、スカラネットで自身が入力した情報です。

それぞれの住所・氏名・生年月日（本人のみ）に間違い
ないか確認。

未成年の場合、ひとり親家庭を除いて、親権者１・２に
父母の情報が入っていること。

右下の学籍番号欄が赤字で訂正されている方は、奨学生
本人欄の学籍番号を訂正する。

訂正がある場合は後のスライドを参照。
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６．書類の作成方法



②誓約書に署名・押印をする。
★署名・押印時の注意事項★

①署 名
・消せるボールペンや鉛筆不可

→黒または青のボールペンで記入。
・なぞり書き不可
・紙貼り、修正液、字消しの修正不可

→所定の訂正方法にて訂正。
・同一筆跡不可

→親権者欄は親権者各自が記入。

②押 印
・スタンプ印やゴム印の使用不可

→朱肉で鮮明に押印。
・同一印不可

→各自の印鑑を使用。

未成年の場合、親
権者の署名・押印
が必要

給付奨学生のしおりP.12～13参照 31

書類作成方法（給付）
６．書類の作成方法

「氏名」「フリガナ」「続柄」などの記入を忘れずに！



正しい押印について

給付奨学生のしおりP.12～13参照

鮮明 薄い 重ね印 二重印 欠け印 滲み印

○ × × × × ×
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②誓約書に署名・押印をする。

署名・押印等の訂正について
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書類作成方法（給付）
６．書類の作成方法



７．誓約書の訂正方法
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給付奨学金 訂正方法
「誓約書」に訂正がある場合

「誓約書」自体への訂正のみ必要です。

給付奨学生のしおり
P.14～15参照
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７．誓約書の訂正方法



給付奨学金 訂正方法

「誓約書」自体への訂正

給付奨学生のしおりP.14～15参照

★訂正のポイント★

【印字・署名の訂正】
訂正部分を二重線で削除し、押印欄に押印した

印を訂正印として二重線の上に押印。余白に正し
い情報を記入。

【押印欄の訂正】
二重線で削除し、当該者欄内の余白に印同士が

重ならないよう正しい印を押印。

【印字漏れの訂正】
欄内に表示されるべき人物の情報がすべて漏れ

ている場合は、本来印字されるべき項目をすべて
手書きで記入し、加えて当該人物が署名押印する。
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７．誓約書の訂正方法



８．提出方法（貸与・給付共通）
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以下の方法で書類を提出してください。
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８．書類の提出方法

学生課の窓口に提出する



提出期限（給付・貸与共通）
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８．書類の提出方法

遅延なく提出してください。

12月18日（金）必着


